
別記様式

契 約 締 結 日 令和8年4月1日

随意契約によることとした
理 由

　本件は、小名浜港湾事務所相馬港出張所（以下、「当所出張所」とい
う。）の庁舎を借り上げるものである。
　当所出張所は、東日本大震災により被災し流失したため、平成２３年４
月１日から継続して、株式会社相馬市振興公社が所有及び管理を行ってい
る相馬市振興ビル内で業務を遂行している。
　現在においても相馬市内には適した国有施設及び当所出張所の業務遂行
において機能を維持するために必要な以下の条件を満たす施設がないこと
から、現在入居しているビルにより対処しなければならない。

　・相馬市内で相馬港近辺であること
　・津波浸水域ではないこと
　・近隣に官用車を駐車できること
　・交通の便に優れていること
　・工事関係者等との会議ができるスペースを確保できること

　また、新たに他の物件へ移転する場合は、移転費用及び移転に必要な労
力と時間を要することとなり、経済性及び事業実施の面からも得策ではな
い。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、株式会社相馬市振
興公社と随意契約するものである。

備　　　　　考

　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

契約金額（消費税及び地方
消 費 税 含 む ）

2,635,380円

予定価格（消費税及び地方
消 費 税 を 含 む ）

2,635,380円

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に

　　　単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約結果書

物品等の名称及び数量 　小名浜港湾事務所相馬港出張所庁舎借上　一式

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地

分任支出負担行為担当官
小名浜港湾事務所長　八角　彰博
福島県いわき市小名浜字栄町６５

契 約 の 相 手 方 の
氏 名 及 び 住 所

（株）相馬市振興公社
福島県相馬市中村字塚ノ町６５－１６


